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農業委員会の新体制がスタートしました！

~
あ
い
さ
つ
~

　

農
業
委
員
会
だ
よ
り
の
発
刊
に
際
し

ま
し
て
、
一
言
ご
あ
い
さ
つ
申
し
上
げ

ま
す
。
市
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
日
頃
か
ら
農
業
委
員
会
活
動
の
業

務
遂
行
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
厚
く
お

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
台
風
や

大
雨
で
被
害
を
受
け
ら
れ
た
市
民
の
皆

様
に
は
、
心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上
げ

ま
す
。
当
農
業
委
員
会
は
今
年
の
７
月

に
農
業
委
員
の
改
選
が
行
わ
れ
、
新
体

制
と
な
り
ま
し
た
。
委
員
一
同
気
持
ち

を
新
た
に
、
伊
万
里
市
の
農
業
の
課
題

の
改
善
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、

「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
が
法
定
化
さ
れ
、

伊
万
里
市
で
は
「
地
域
計
画
」
を
策
定

す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
農
業

委
員
会
に
お
い
て
も
目
標
地
図
の
素
案

作
成
を
担
う
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、

引
き
続
き
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。
最
後
に
な
り
ま
し
た

が
、
皆
様
の
ご
健
康
と
ご
多
幸
を
祈
念

し
ま
し
て
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。
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（2）農業委員会だより
　

令
和
５
年
７
月
20
日
の
農
業
委
員
改
選
に
よ
り
新
た
に
農
業
委
員
会
の

会
長
と
し
て
、
西
山
哲
さ
ん
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

西
山
会
長
は
、
東
山
代
干
拓
を
は
じ
め
、
約
15
町
も
の
農
地
を
耕
作
す

る
認
定
農
業
者
で
も
あ
り
ま
す
。
乾
田
直

播
き
に
よ
る
米
栽
培
の
省
力
化
に
着
手
し
、

第
47
回
佐
賀
農
業
賞
『
先
進
的
農
業
経
営

者
の
部
』を
受
賞
。
忙
し
い
農
作
業
の
傍
ら
、

東
山
代
干
拓
の
理
事
長
を
務
め
、
東
山
代

干
拓
の
農
地
の
集
積
・
集
約
化
を
実
現
さ

せ
ま
し
た
。

　

「
次
世
代
が
意
欲
を
持
っ
て
農
業
に
取

り
組
め
る
よ
う
な
農
地
を
残
し
、
引
き
継

い
で
い
き
た
い
」

　

西
山
会
長
の
熱
い
思
い
で
す
。

★
会
長
に
な
っ
て
の
意
気
込
み

　

高
齢
化
や
経
営
難
な
ど
の
影
響
で
全
国
的
に
農
業
の
担
い
手
不
足
が
深

刻
化
し
て
い
ま
す
。
伊
万
里
市
で
も
同
様
で
あ
り
、
農
業
を
取
り
巻
く
情

勢
は
多
く
の
課
題
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
中
、
伊
万
里
市
農

業
委
員
会
の
新
体
制
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
私
た
ち
農
業
委
員
と
農
地

利
用
最
適
化
推
進
委
員
が
農
業
者
の
代

表
と
し
て
両
輪
と
な
り
、
か
け
が
え
の

な
い
農
地
や
担
い
手
を
守
り
、
地
域
計

画
や
農
地
中
間
管
理
機
構
を
活
用
し
な

が
ら
、
伊
万
里
市
の
農
業
発
展
の
た
め

に
尽
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
新

規
就
農
者
や
女
性
農
業
者
が
増
え
て
い

く
よ
う
に
農
業
環
境
を
支
え
、
次
世
代

に
い
い
環
境
で
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
で
き
る

よ
う
に
、
農
業
委
員
会
一
同
精
一
杯
頑

張
っ
て
い
き
ま
す
。

　

西
田
さ
ん
は
、
東
山
代
町
で
夫
の
幸
博
さ
ん

と
娘
の
美
香
さ
ん
と「
森
の
果
樹
園
滝
野
」を
立

ち
上
げ
、レ
モ
ン
や
玉
葱
を
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

西
田
さ
ん
の
レ
モ
ン
は
、
佐
賀
県
特
別
栽
培

農
産
物
の
認
証
を
受
け
た
、
減
農
薬
で
化
学
肥

料
、防
腐
剤
、ワ
ッ
ク
ス
不
使
用
の
レ
モ
ン
で
す
。

★
農
業
を
始
め
た
き
っ
か
け
は

　

夫
の
退
職
を
見
据
え
て
、「
何
か
作
り
た
い
」

と
夫
婦
で
話
し
て
い
ま
し
た
。
田
ん
ぼ
が
あ
っ

た
こ
と
や
国
産
レ
モ
ン
の
消
費
量
が
全
体
の

５
％
し
か
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
何
よ
り
も
病

気
に
強
い
「
璃り

の
香か

」
で
あ
れ
ば
、
な
る
べ
く

薬
を
使
わ
ず
に
栽
培
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、

レ
モ
ン
栽
培
を
始
め
ま
し
た
。

★
レ
モ
ン
栽
培
で
の
こ
だ
わ
り

　

は
じ
め
は
、「
孫
に
安
心
で
安
全
な
皮
ご
と
食

べ
ら
れ
る
レ
モ
ン
を
食
べ
さ
せ
た
い
」
と
い
う

思
い
で
し
た
。
農
薬
を
極
力
使
用
し
な
い
た
め

に
手
間
は
か
か
り
ま
す
が
、
自
ら
の
目
で
見
て
、

レ
モ
ン
の
針
を
一
つ
一
つ
切
る
作
業
や
虫
が
つ

い
て
い
な
い
か
の
確
認
を
し
て
い
ま
す
。
大
変

で
す
が
、
私
は
、
こ
の
作
業
が
好
き
で
、
楽
し

く
や
り
が
い
を
感
じ
て
レ
モ
ン
を
栽
培
し
て
い

ま
す
。

★
今
後
の
目
標
は

　

滝
野
地
区
に
７
名
お
ら
れ
る
レ
モ
ン
農
家
の

方
た
ち
と
協
力
し
て
「
滝
野
レ
モ
ン
」
と
い
う

名
で
ブ
ラ
ン
ド
化
し
て
売
り
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
滝
野
地
区
の
方
の
交
流
の
場
や
ツ
ー

リ
ン
グ
な
ど
で
滝
野
地
区
を
訪
れ
た
方
の
憩
い

の
場
と
し
て
、
山
カ
フ
ェ
を
開
き
た
い
で
す
。

山
カ
フ
ェ
を
通
じ
て
、
滝
野
地
区
の
特
産
物
を

ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
、
将
来
若
い
方
や
子
供

た
ち
が
滝
野
地
区
で
就
農
す
る
一
つ
の
き
っ
か

け
に
つ
な
が
る
と
嬉
し
い
で
す
。

東山代干拓農地を守る設立総会の様子
「乾田直播き」作業の様子

（東山代干拓）

会
長
の
紹
介

西田さんご家族

地
域
で
活
躍
す
る
女
性
農
業
者

西
田
　
京
子
さ
ん

標高300メートルの山で育ったレモン
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農
業
委
員
会
で
は
遊
休
農
地
の
発
生
防
止
・
解
消
を
目

的
と
し
て
、
毎
年
８
月
か
ら
９
月
に
か
け
て
、
農
地
パ
ト

ロ
ー
ル
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
・
農
業
委
員

会
事
務
局
職
員
等
で
各
地
区
の
農
地
を
巡
回
し
調
査
し
ま

す
。
農
地
に
立
ち
入
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
の
結
果
、
遊
休
農
地
（
荒
れ
て
い
る

が
農
地
に
復
元
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
農
地
）
と
判
断
し

た
農
地
の
所
有
者
等
に
は
、
今
後
の
農
地
利
用
に
つ
い
て

意
向
を
確
認
す
る
た
め
、
利
用
意
向
調
査
を
行
い
ま
す
。

農
地
転
用
は
農
地
法
の
許
可
が
必
要
で
す

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
て
い
ま
す

農
地
の
適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
（
８
・
９
月
ご
ろ
）

県知事の裁定により、農地
中間管理機構（佐賀県農業
公社）が中間管理権を取得
する。
（所有者等の意思にかかわらない）

固定資産税の課税強化（約
1.8倍）が行われる。

農地に復元で
きないほど荒
れた農地
（笹、雑木等に
より農地全体が
山林原野化して
いる等）

遊 休 農 地

・荒れているが
　農地に復元で
　きると見込ま
　れる農地

遊休農地所有者等に対して
１　自ら耕作する
２　自ら借り手を探す
３　中間管理事業を利用する
　　（農地バンク事業）
等の意向を調査

利用意向調査

・所有者等に事前確認を行
なったうえで、非農地通知
を発出し、農地法の規制の
対象外となる。
・非農地になっても引き続き
土地の管理は必要です。

非農地判断
（翌年6月ごろ）

・利用意向調査に回答しな
い場合

・１・２を選択しながら、
意思表明どおり権利の設
定等を行わない、利用の
増進を図っていない場合

農地中間管理機構
との協議の勧告

～農地パトロールの様子～

　

農
地
を
農
地
以
外
の
目
的（
住
居
、駐
車
場
、資
材
置
場
、

植
林
等
）に
利
用
す
る
こ
と
を「
農
地
転
用
」と
い
い
ま
す
。

　

農
地
転
用
を
行
う
場
合
は
、
農
地
法
の
規
定
に
よ
る
許

可
（
農
地
法
第
４
条
又
は
第
５
条
）
が
必
要
で
す
。

　

農
地
転
用
は
立
地
基
準
（
場
所
に
関
係
）
と
一
般
基
準

（
計
画
内
容
に
関
係
）
に
よ
り
審
査
を
行
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
農
地
転
用
が
許
可
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

農
地
転
用
を
計
画
さ
れ
る
際
は
、
事
前
に
農
業
委
員
会
に

ご
相
談
の
上
、
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
農
地
転
用
の
許
可
後
は
申
請
さ
れ
た
計
画
ど
お

り
に
事
業
を
行
い
、
事
業
完
了
後
は
農
地
の
転
用
完
了
届

の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

農
地
法
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
り
農
地
等
の
権
利
取
得

の
効
力
が
生
じ
な
い
だ
け
で
な
く
、
工
事
の
中
止
や
原
状

回
復
な
ど
の
命
令
、
罰
則
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

無
断
転
用
や
許
可
ど
お
り
に
し
な
か
っ
た
ら
・
・
・

　

農
地
法
第
42
条
に
は
、
遊
休
農
地
に
お
け
る
病
害
虫
の

発
生
等
に
よ
り
、
周
辺
農
地
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
、
ま

た
は
生
ず
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
、
市
長
は
支
障
の
除
去
等

の
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
あ

り
ま
す
。
こ
の
命
令
に
違
反
し
た
場
合
は
、
30
万
円
以
下

の
罰
則
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

農
地
の
手
入
れ
が
さ
れ
な
い
と
病
害
虫
の
発
生
等
の
原

因
と
な
り
、
近
隣
の
農
地
や
地
域
住
民
の
方
へ
迷
惑
が
か

か
り
ま
す
。
所
有
者
、
耕
作
者
の
方
は
草
刈
り
を
す
る
な

ど
適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

無断転用には
厳しい罰則！

◇違反転用
◇原状回復命令
◇３年以下の懲役ま
たは３００万円以下の
罰金（法人は１億円以下
の罰金）
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農業委員と農地利用最適化推進委員が決まりました農業委員と農地利用最適化推進委員が決まりました農業委員と農地利用最適化推進委員が決まりました
農 農　業　委　員（14名）おもに農地の貸借や売買に係る権利移動や転用などの業務を行います。

推 農地利用最適化
推　進　委　員（20名）おもに担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、

新規参入の促進を行います。

波 多 津

中 央 （ 立 花 ・大 坪 ）

南 波 多

大 川

松 浦

中立委員

（波多津町）

（立花町） （大坪町） （立花町・大坪町）

（南波多町）

（大川町）

（松浦町）

前田 勉（再）

岩永 純一（新）

田中 平市（新）

古藤 大助（新）

岩橋 重幸（新）

田中 修司（新）

中島 政勝（再）

松永 久美子（再）

原田 信一（新）

大久保 秀俊（新）

原口 孝夫（新）

農

農

農

農

農

推

推

農

推

推

推

市丸 道雄（新）

山口 光壽（再）

中尾 年一（再）

原 浩一（新）

吉村 直（新）

推

農

推

推

推

畑津・内野・田代
板木・津留主屋

中山

⎧
⎜
⎜
⎩

⎫
⎜
⎜
⎭

煤屋・馬蛤潟
辻・浦・木場
筒井・井野尾

⎧
⎜
⎜
⎩

⎫
⎜
⎜
⎭

高瀬・大曲・水留
古里・谷口・重橋

開拓

⎧
⎜
⎜
⎩

⎫
⎜
⎜
⎭

宿・川西・駒鳴
　長野・川原
相の谷

⎧
⎜
⎜
⎩

⎫
⎜
⎜
⎭

東分・上原・下分
下平・梅岩・岳坂

村分

⎧
⎜
⎜
⎩

⎫
⎜
⎜
⎭

古川・笠椎・大川原
小麦原・府招下・府招上
原屋敷・井手野　

⎧
⎜
⎜
⎩

⎫
⎜
⎜
⎭

立川・片竹・戸石川
山口・井手口
東田代　　

⎧
⎜
⎜
⎩

⎫
⎜
⎜
⎭

藤川内・久良木
宿分・上分・中通

金石原

⎧
⎜
⎜
⎩

⎫
⎜
⎜
⎭

中 央 （ 大 川 内 ）

（大川内町） （大川内町）
渕上 幸雄（再）  江口 久宣（新）農 推
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伊 万 里 （ 伊 万 里 ）

（松島町、脇田町、木須東） （松島町、脇田町、木須東）
木須 治紀（新） 久保田 三徳（新）農 推

黒 川

東 山 代 二 里

山 代

（黒川町）

（東山代町） （二里町）

（山代町）

梶原 賢治（新）

副島 敏和（再） 中島 一男（新）

西山 哲（再）

横田 博文（新）

川原 英雄（新） 浦川 正尋（新）

平林 博文（再）

農

農 農

農

推

推 推

推

伊 万 里 （ 牧 島 ）

（木須西、瀬戸町） （木須西・瀬戸町）
黒川 博隆（新）  牧瀬 德之（再）農 推

農業委員と農地利用最適化推進委員が決まりました農業委員と農地利用最適化推進委員が決まりました農業委員と農地利用最適化推進委員が決まりました
農地に関することは担当区域の農業委員、農地利用最適化推進委員にご相談ください。

　（任期：令和５年７月２０日～令和８年７月１９日）
農

推

山口 武一郎（新）

古賀 義雄（新） 川棚 育夫（再）

田尻 勝哉（再）

推

推 推

推

福田・浦潟・干潟・大黒川
奥野・塩屋・小黒川・浦分

黒塩・椿原

⎧
⎜
⎜
⎩

⎫
⎜
⎜
⎭

里・福和・長浜
日尾・天神・脇野
浦川内・東大久保

⎧
⎜
⎜
⎩

⎫
⎜
⎜
⎭

東八谷搦
西八谷搦
川東・古子

⎧
⎜
⎜
⎩

⎫
⎜
⎜
⎭

清水・横野・立目
牟田・花房・畑川内
長尾・真手野

⎧
⎜
⎜
⎩

⎫
⎜
⎜
⎭

大久保・福住・国見
下分・辻の堂・滝川内
川内野・日南郷

⎧
⎜
⎜
⎩

⎫
⎜
⎜
⎭

大里・福母・金武
内の馬場・作井手
中田・吉野・川内

⎧
⎜
⎜
⎩

⎫
⎜
⎜
⎭

浦之崎・川南・立岩
向山・西分・西大久保
野々頭・東分

⎧
⎜
⎜
⎩

⎫
⎜
⎜
⎭

楠久津・楠久・福川内
城・峰・鳴石
久原一区～三区

⎧
⎜
⎜
⎩

⎫
⎜
⎜
⎭



（6）農業委員会だより

農業経営基盤強化促進法等の一部改正により（令和５年４月１日施行）

農地の貸借方法が変わります

農地の主な貸借方法

→貸主と借主（相対）での契約
「利用権設定等促進事業（通称：相対の利用権設定）」による貸借は、
令和５年４月１日に廃止になりました。

１　利用権設定等促進事業（通称：相対の利用権設定）
　　による貸借

２　農地中間管理事業による貸借

※令和７年４月１日以降の貸借は、主に農地中間管理事業による貸借になります。

※ただし、経過措置により次の期間に限り、「利用権設定等促進事業
　（通称：相対の利用権設定）」を利用することができます。

令和７年３月３１日まで
※貸借の対象農地を含む地域の「地域計画」が策定された場合は、策定日の前日まで

　　　　（貸借中の場合は、貸借期間満了まで有効です）

令和５年４月１日

廃止

（１，２以外に農地法第３条による貸借があります）



（7） 農業委員会だより

「地域計画」に変わりました
「人・農地プラン」が

現　　在

Ｂ 保全等を進める区域

Ａ 耕作を続ける区域は
　 可能な限り〇のよう
　 に集積・集約化

目標地図

概ね10年後

農業経営基盤強化促進法等の一部改正により（令和５年４月１日施行）

これまでの「人・農地プラン」と「地域計画」では何が違うの？

●１０年後に目指す地域の農地利用（目標地図）
●農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標
●農用地の集積・集約化の取組
●農業用施設の整備に関する取組
● JA、サービス事業体等による農作業受託等の活用方針

伊万里市では、各地域で「話し合いの場」を設け、令和７年３月末までに「地域計画」
を策定する予定です。

【地域計画】
今後必要となる話し合いの内容（「人・農地プラン」にプラスされます）

●農業の将来のあり方
●農地中間管理機構の活用方針
●基盤整備事業の取組方針
●多様な経営体の育成・確保の取組方針

【人・農地プラン】
これまでの主な話し合いの内容

（目標地図のイメージ）



（8）農業委員会だより

ポイント１ 農業者なら広く加入できる「終身年金」です

● 農業者年金の加入資格は３つだけ、農地の権利名義は不要です
①年間農業従事日数60日以上　②65歳未満　③国民年金第１号被保険者（保険料納付免除者を除く）
経営者以外にも、加入者の配偶者や子供、子供の配偶者、農家のパートさんなども加入できます。
＊ただし、60 歳以上は国民年金の任意加入被保険者に限ります。

● 保険料の設定は自由、加入・脱退も自由です
保険料は月額１万円～６万７千円の間で千円単位で申請可能です（いつでも見直し可能）
＊ただし、月額１万円～１万９千円で納付できる方は、３５歳未満かつ国庫補助を受けていない方に限り
　ます。（国庫補助に関しては、ポイント３に記載）
脱退の場合：脱退一時金はなく、積立てた保険料は将来年金として受給できます。

●「終身」で年金を受給でき、万が一の場合は死亡一時金も受け取れます

～知って得する農業者年金～

● 農業者年金は、確定拠出型の積立方式を採用しています
「積立方式・確定拠出型」とは、保険料を支払っている方の数や年金を受給している方の数に影響
を受けない財政的に安定な制度です。

積立方式・確定拠出型ですポイント２

●認定農業者かつ青色申告の方など、一定の要件を満たす方
　（月額２万円のうち最高１万円、通算で最大２１６万円）
＊将来、自分が負担した保険料とその運用益による年金は無条件で受給できますが、国庫補助の保険
料とその運用益による年金は、経営継承が行われないと受給できません。

一定の要件を満たす方は、保険料の国庫補助を受けられますポイント３

●保険料は全額社会保険料控除です
　支払った保険料は全額社会保険料控除の対象になります。さらに同一生計の家族分も保険料を
支払っている場合、家族分も含めて控除の対象になります。

●保険料の運用益が非課税です
・直近 10 年間の運用利回りの平均　　　　　　：年率　3.48％
→新制度発足以降の 21 年間の運用利回りの平均：年率　2.74％

●将来年金として受け取る際も控除の対象になります
農業者年金として受け取った年金は、税制上、公的年金等
控除の対象になります。

税制面で大きな優遇措置がありますポイント４

「農業者年金のご相談」は、農業委員会まで
　　　　　問合せ先　伊万里市農業委員会事務局（市役所２階）
　　　　　　　　　　☎ 0955-23-2502


